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令和 3年度経営改善普及事業
■令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
■令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型＞」

小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者が直面する制度変更等(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)に対応するため、経営計画を作成し、
それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

≪必要書類≫
□ 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
□ 経営計画書
□ 補助事業計画書
□ 事業支援計画書
□ 補助金交付申請書
□ 電子媒体（CD-R・USB メモリ等）
□ 代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し
　（例　確定申告等写し）

書類審査で採択された場合
・原則50万円を上限（補助率2/3）に国から補助する制

度です。
・事業再開枠は、採択者の為のオプションとして活用を

認め、上限50万円、総補助額の50％までとする。

電子申請による審査で採択された場合
・「低感染リスク型ビジネス枠」は、感染拡大防止のた

めの対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポス
トコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産
プロセスの導入等を支援する事業です。
・補助率は３／４、補助上限額は１００万円
・機械装置の導入等に必要な経費の一部を補助。感染防

止対策に必要な経費も、補助金総額の１／４（最大
２５万円）を上限に補助対象。なお、上乗せして補助さ
れるものではない。

一般型の公募スケジュール
公募開始　2020年3月10日（火）発表
・第1回受付締切　2020年  3月31日（火）[終了]
・第2回受付締切　2020年  6月  5日（金）[終了]
・第3回受付締切　2020年10月  2日（金）[終了]
・第4回受付締切　2021年  2月  5日（金）[終了]
・第5回受付締切　2021年  6月  4日（金）[終了]
・第6回受付締切　2021年10月  1日（金）
 [締切日当日消印有効]
・第7回受付締切　2022年  2月  4日（金）
 [締切日当日消印有効]

低感染リスク型の公募スケジュール
・第1回受付締切　2021年  5月1２日（水）[終了]
・第2回受付締切　2021年  7月  7日（水）[終了]
・第3回受付締切　2021年  9月  8日（水）[終了]
・第4回受付締切　2021年11月10日（水）17時
・第5回受付締切　2022年  1月1２日（水）17時
・第6回受付締切　2022年  3月  9日（水）17時

★簡易詳細及びスケジュール等について

詳しくは⇒ 全国商工会連合会ホームページ

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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・2021年１月8日以降に発注、支払い、使用した経費も補助対象とする。
※緊急事態措置に伴う特別措置

緊急事態措置に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、その影響の原因となった緊急事態措置が実施さ
れた月のうち、いずれかの月の売上高が２01９年又は２0２0年同月比３0%以上減少した事業者については、感染防止対
策費の上限を補助金総額の１／２（最大５０万円）まで引き上げ可能。
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月次支援金とは 2021 年 4 月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置による休業・時短営業・
外出自粛等の影響を受けた中小企業・個人事業主を支援するために設けられた給付金制度です。

詳しくは⇒ 月次支援金　月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

月次支援金


